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平成１９年４月１日から新検査

浄化槽の法定検査（11条検査）に新方式導入
～料金の改定～

平成１９年４月１日から新検査

浄化槽の法定検査（11条検査）に新方式導入
～料金の改定～

　平成１９年４月１日から浄化槽の法定検査（１１条検査）に浄化槽の機能が的確に発揮されているか
を数値で把握するため、水質検査としてＢＯＤ検査を導入するとともに従来の外観検査項目の重点化を
図る新検査方式を導入いたします。これに併せて下記のとおり検査料金の改定も行われることとなりま
した。

人　槽 20人以下
21～
100人

101人～
　300人

301人～
　500人 500人以上

単独浄化槽
新料金

現行料金

合併処理浄化槽
3,800 8,000 15,000 17,000 24,000

5,000 8,000 15,000 17,000 24,000単独浄化槽

5,000 9,500 17,000 18,500 26,000合併処理浄化槽

法定検査（１１条検査）料金(円)

浄化槽の維持管理

浄化槽法の改正

　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにする施設であり、定期的な維持管理が必要です。

　具体的には、浄化槽法で次のことが義務付けられています。

① 微生物の管理や付属機器の点検（保守点検：家庭用　年３～４回）

② 槽内に溜まった汚泥の引き抜き（清掃：年１回以上）

③ 浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するための検査（法定検査：年１回）

　なお、浄化槽法が改正され（平成18年２月1日施行）、浄化槽からの放流水についての水質基準や浄

化槽の使用を廃止した場合の使用廃止届の提出が定められるとともに、法定検査を受検しない場合の罰

則規定が定められました。

　浄化槽の維持管理が不十分な場合、悪臭の発生、汚れた水の流出につながり、川や海の汚濁の原因と

なります。浄化槽の維持管理を確実に行い、一人一人の力できれいな川や海を守りましょう。

　これからの季節は、空気が乾燥し、火災が発生しやすく
なります。火の取り扱いには十分に注意しましょう。
　管内では、今年に入って火災が14件（１月31日現在）発
生しています。日頃から防火の意識を持ち、火災を起こさ
ないように、次のポイントに心がけることが大切です。
　火災から大切な生命や財産を守りましょう。

３つの習慣
　①　寝タバコは、絶対やめる。
　②　ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で
　　　使用する。
　③　ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火
　　　を消す。
４つの対策
　①　就寝中の逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警
　　　報器を設置する。
　②　寝具やカーテンなどからの火災の拡大を防ぐた
　　　めに、防炎製品を使用する。
　③　火災を早期に消すため、住宅用の消火器などを
　　　設置する。
　④　お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
　　　近所の協力体制をつくる。
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６
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１．　弔慰金の受給権者

２．　戦没者等の子

３．　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹

　　　※戦没者等と生計関係を有していなかっ　

　　　た方等は除かれます。

４．　上記３以外の①父母　②孫　③祖父母

　　　④兄弟姉妹

５．　上記１から４まで以外の三親等内の親族

　　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以　

　　　上生計関係を有していた方に限られます。

順
番 対象となるご遺族

春の火災予防運動

「消さないで　あなたの心の　注意の火。」

住宅火災　いのちを守る　7つのポイント

問合わせ　四日市市消防本部　
　　消防救急課　TEL ３５６－２００４

問合わせ　四日市市消防本部　
　　予防保安課　TEL ３５６－２０10

平成１９年
消防出初式写真コンテスト
                     優秀作品の展示

平成１９年
消防出初式写真コンテスト
                     優秀作品の展示

検査の申し込み先

　（社）三重県水質保全協会　ＴＥＬ　０５９－２２６－００１０

浄化槽についての問い合わせ先

　川越町役場　町民環境課　ＴＥＬ　０５９－３６６－７１１５

四日市農林商工環境事務所　

　環境室四日市環境課　　　ＴＥＬ　０５９－３５２－０７６３

期間及び場所

　①２月24日（土）～３月１日（木）

　　ジャスコ四日市尾平店１階

　②３月２日（金）～３月８日（木）

　　イオン四日市北ショッピングセンター１階

3月1日～7日


